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男鹿市規則第４号 

 

男鹿市ジオパーク学習センター管理規則の一部を改正する規則 

男鹿市ジオパーク学習センター管理規則（平成３０年男鹿市規則第１４号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（利用時間） （利用時間） 

第３条 学習センターの利用時間は、次の各号に規定する
日を除く日の午前９時から午後４時までとする。 

第３条 学習センターの利用時間は、次の各号に規定する
日を除く日の午前９時から午後４時までとする。 

⑴ 日曜日及び月曜日。ただし、その日が国民の祝日に
関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以
下「国民の祝日」という。）に該当する場合は、その
翌日以降の最も早い国民の祝日でない日とする。 

⑴ 月曜日及び火曜日。ただし、その日が国民の祝日に
関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日（以
下「国民の祝日」という。）に該当する場合は、その
翌日以降の最も早い国民の祝日でない日とする。 

⑵ （略） ⑵ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 


